
カワトクカード特約
第1条（カード名称）
株式会社クレディセゾン（以下「当社」という）が株式会社川徳（以下「川
徳」という）と提携して、ポイントカード機能部分は川徳、クレジットカー
ド機能部分は当社が提供するもので、カワトクカード（以下「本カード」と
いう）と称します。
第2条（カードの発行）
お客様が、当社が定める本特約及びセゾンカード規約、並びに川徳が定
めるカワトクパルクカード　ポイント会員規約（以下「ポイント規約」とい
う）を承認し、川徳及び当社（以下「両社」という）に本カードのご利用のお
申込をされ、両社が本カードのご利用を承諾した方（以下「会員」という）
に、本カードを発行いたします。契約は、両社が承諾した日に成立するも
のとします。
第3条（カワトクパルクカード　ポイント機能）
ポイントカード機能部分については、本特約及びポイント規約が適用さ
れます。
第4条（カード会費）
会員は、川徳に対し、ポイント規約に定めるカード会費とその消費税等を
本カードの決済口座を通じてお支払いいただきます。なお、カード会費
は、本カードのご解約または会員資格を喪失された場合でもお返し致し
かねます。
第5条（弁済金等の支払方法等）
⑴セゾンカード規約第７条（弁済金等の支払方法等）⑵の会員にご利用
の都度ご指定いただくお支払方法に分割払いを追加し、上記条項に下記
の９号を追加します。

記
⑨分割払い－商品購入代金締切後の各お支払日に、当該商品の現金
価格に下表により算出した分割払手数料を加算した金額を当該商品
購入時に指定した支払回数で割った金額を支払いいただく方法です。
但し、各お支払日の支払金額の単位は１円とし、端数が発生した場合
は初回に算入いたします。なお、支払回数、支払期間、実質年率、手数
料は下表のとおりとなります。
（例）現金価格	 ５０，０００円、１０回払いの時
●分割払手数料	 ５０，０００円×（５．０円／１００円）＝２，５００円
●支払総額	 ５０，０００円＋２，５００円＝５２，５００円
●各支払日の分割支払金	５２，５００円÷１０回＝５，２５０円

支払回数	 （回）３ ５ ６ １０ １２ １５ １８ ２０ ２４ ３０ ３６
支払期間	（ヶ月）３ ５ ６ １０ １２ １５ １８ ２０ ２４ ３０ ３６
実質年率	 （％）９．０１０．０１０．３１０．８１０．９１１．１１１．１１１．２１１．２１１．２１１．１
現金価格１００円当
たりの手数料の額
	 （円）

１．５ ２．５ ３．０ ５．０ ６．０ ７．５ ９．０１０．０１２．０１５．０１８．０

⑵セゾンカード規約第７条⑶の「分割支払金」に⑴で算出した各回の支
払金額を含めます。
⑶分割払いについては、セゾンカード規約第７条⑵⑧の支払方法の自動
変更サービスは適用されません。
第6条（早期完済の場合の特約）
会員が分割払いの場合に当初の契約のとおりにお支払いされかつ約定
支払期間の中途で残債務を一括してお支払いいただいた場合、会員は
７８分法又はこれに準じる計算方法により算出された期限未到来の分割
払手数料のうち当社の定めた割合による金額の払戻しを当社に請求す
ることができます。
第7条（届出事項変更の届け先等）
会員には、住所、電話番号、勤務先等に変更が生じた場合、及び本カード
について紛失、盗難等が生じた場合、ポイント規約及びセゾンカード規約
に基づき、両社にその旨届け出ていただきます。
第8条（会員資格喪失時の特例）
⑴ポイント規約第９条に基づき会員資格を喪失した場合、当社の定める
手続完了後にセゾンカードを発行いたします。
⑵セゾンカード規約第２３条に基づき会員資格を喪失した場合、両社の
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定める手続完了後にカワトクパルクカードを発行いたします。
第9条（本規約の変更等の準用）
セゾンカード規約第１９条（本規約の変更等）の規定は、本特約の変更に
ついて準用します。この場合において、セゾンカード規約第１９条（本規
約の変更等）中「本規約」とあるのは、「本特約」と読み替えるものとします。


